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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和７年９月２５日（木）本庁舎５階５－１会議室・５－

２会議室に招集する。 

 

出席委員は、次のとおり 

 ２番 小 林 正 幸 １８番 北 村 利 夫 

 ４番 田 代 惠美子 １９番 宮 治 政 彦 

 ６番 関 根 栄 一 ２１番 佐 藤 智 哉 

 ７番 齋 藤 義 治 ２２番 澤 野 孝 行 

 ８番 井 上 哲 夫 ２３番 平 川 勝 昌 

 ９番 上 田 洋 子 ２４番 神 﨑 享 子 

１０番 吉 川   誠 ２５番 砂 川 耕 介 

１２番    三 上 健 一 

  

       

１３番 吉 原   豊 

１４番 加 藤    登 

１５番 伊 澤 忠 治 

１６番 井 出 茂 康 

１７番 漆 原 豊 彦 

 

欠席委員は、次のとおり 

 １番 落 合 喜 治  ３番    永 野 良 徳 

  ５番 西 山 弘 行  １１番    飯 田 芳 一 

 ２０番 安 藤 康 彦   

 

 



2 

 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長   山  本   主 幹 坂  間        主 査 森  

事務職員  守  田  
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第 ３４号  農地法第３条の規定による許可申請について  

日程第 ２ 議案第 ３５号  農地法第５条の規定による許可申請について  

日程第 ３ 議案第 ３６号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

について 

日程第 ４ 議案第 ３７号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

に対する意見について 

日程第  ５ 報告第 １６号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案

の変更について 

日程第 ６ 報告第 １７号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第  ７ 報告第 １８号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 
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開会 午後２時３１分 

 

事務局（山本事務局長） それでは、定刻となりましたので、「藤沢市農業委員会総

会」を開催したいと思います。 

    まず初めに、事務局から、今回の議事に関して説明をさせていただきます。  

事務局（森 主査） 議案書の３ページをお開きください。  

    「農地法第５条の規定による許可申請」ということで、宮原の案件がありま

したけれども、直前になりまして、事業内容を見直したいというお話がござい

ましたので、今回の総会では上程しないということで話をしましたので、今回

は、３ページは丸々なしという形になります。 

    議案書は間に合わなかったので、そのままですが、３ページは特になしで進

めますので、お願いいたします。 

    以上です。 

事務局（山本事務局長） はい。 

それでは、早速「総会」を開催したいと思います。  

まず初めに、本日の委員の出席状況を確認したいと思います。委員の総数２

５名で、出席者２０名でございます。 

それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。委員の皆様方におかれましては、何か

とお忙しい中を、総会にお集まりいただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

    秋のお彼岸ということで、何か急に涼しくなりました。涼しくなると、皆様

方も大変忙しいかと思いますが、主食である米でのことでございますけれども、

昨年は収穫量が足りなかったのではないかということでございましたが、農水

省に言わせますと、最終的には、米の生産量が足りなかったことが米の不足に

なったようでございます。 

去年から今年にかけて、米の価格が大変高騰しておりますけれども、量が少

なかったことが原因ということでございます。 
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それにつきまして、その後、今年は米の作付けが大分増えたようでございま

して、収穫量が、約５０万トン増えるのではないかということでございます。

現在は、新米の価格がかなり高騰しておりますが、現実的に昨年を上回る収穫

量になりますと、果たして今後、この米の価格がどのように推移をしていくの

か、大変心配なところでございます。 

米の価格も需要と供給のバランスで決まりますので、供給のほうが多くなり

ますと、どうしてもバランスが崩れまして、価格も下降気味になることも予想

されております。 

そうした中で、先日、各県の時給の最低限というのが発表になりました。金

額は、今年の１０月５日から、パートやアルバイトの最低賃金が、神奈川県で

は１，２２５円だそうです。農家の時給が１０円だとか２０円と言われている

時代でございますが、１，２２５円が、来月からパート、アルバイトの最低限

ということになるようでございますので、そういうようなことになりますと、

人手不足でアルバイトを使ったりしている農業経営にとっても、だんだん厳し

くなっていくのではないかなということでございます。  

こういうことがどんどんどんどん出てきますと、農家の収入も上がっていか

ない、パート、アルバイトもなかなか雇えないということも現実的に起こって

くるのではないかと思っております。  

そうしたことも踏まえて、農業に対するいろいろな政策や、あるいは助成金、

補助金というものも、これからもどんどん必要になってくるのではないかなと

いうことは感じております。これからの農業経営の中で、農家の収入というも

のも、もっと現実的に考えていかなければいけない時代になってくるようでご

ざいます。 

それでは、９月の総会を開会いたします。よろしく御協力のほどをお願い申

し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

事務局（山本事務局長） 会長、ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５

条の規定に基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 
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議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。  

事務局（守田事務職員） いいえ、いらっしゃいません。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順により、４番の田代惠美子

委員と、６番の関根栄一委員の御両名にお願いをいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、議案第３４号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

事務局の説明を求めます。 

森 主査。 

事務局（森 主査） それでは、「農地法第３条の規定による許可申請について」、御

説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

１人。所有面積、１０ａ。耕作面積、１８８ａ。譲渡人、住所氏名、記載のと

おり。当該農地、用田１筆。地目、畑。地積、１，０１１㎡。権利の種類、売

買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、

譲受人の要望による。 

続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、２人。所

有面積、４ａ。耕作面積、１１４ａ。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。当該

農地、打戻１筆。地目、田。地積、１，２５９㎡。権利の種類、売買による所

有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要

望による。 

続きまして、地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

従事者、４人。所有面積、耕作面積、ともに２２０ａ。譲渡人、住所氏名、記
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載のとおり。当該農地、亀井野２筆。地目、いずれも畑。地積、２筆合計９５

２㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模

拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

続きまして、地区、藤鵠・村岡・明治。番号４。譲受人、住所氏名、記載の

とおり。従事者、５人。所有面積、３１４ａ。耕作面積、２１５ａ。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。当該農地、立石三丁目の１筆。地目、畑。地積、１，

０７８㎡。権利の種類、売買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営

規模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １８番、北村委員。 

１８番（北村利夫委員） 資料は、１ページをお開きください。  

申請地は、用田にある「ココロまち診療所」より、東に約５０ｍの土地にな

ります。 

地区協におきまして、譲受人と面談をいたしました。  

譲受人は、露地野菜などの生産により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地は、サトイモやサツマイモなどの生産をする計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 
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    １６番、井出委員。 

１６番（井出茂康委員） 資料は、３ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、市道大庭・獺郷線にある「打戻根下」交差点

から北に約３５０ｍの土地になります。 

地区協におきまして、譲受人と面談をいたしました。  

譲受人は、打戻で水稲の生産等により農業経営を行っています。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、水稲を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意

見を求めます。 

    ２１番、佐藤委員。 

２１番（佐藤智哉委員） 資料は、５ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、「県立藤沢養護学校」より南西に約２００ｍ

の土地になります。 

地区協におきまして、譲受人である法人の代表と面談をいたしました。 

譲受人は、二宮町に所在する農地所有適格法人で、平塚市・茅ヶ崎市・秦野

市・寒川町に畑を所有し、果樹などの生産や農園利用方式による農園を開設し、

農業経営を行っております。いずれも管理状況は良好であることを、管轄の各

農業委員会事務局に確認済みです。  

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 
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申請地については、柿を生産する計画です。  

地区協の意見といたしましては、農地法第２条第３項各号の全てに該当する

とともに、第３条第２項各号のいずれにも該当しないため、許可要件の全てを

満たすものと考えております。  

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

    井上委員。 

８番（井上哲夫委員） この件について、地区協で本人との面談をしたのですが、一

貫性のない返事が得られたような気がして。 

    それで、この件で、要するに５項目の確認書というか、確認事項を書面にて、

提出してもらうことになっていたのですが、事務局、どうですか。 

    森 主査。 

事務局（森 主査） 御指摘があったとおり、申請地への進入路が狭いことだったり、

営農する作物の関係だったり、そういうところもございますので、正式には合

計７項目について、地区協議会で出たとおりにやりますということで、総会前

に書面にて提出されていることを確認しております。  

    以上です。 

８番（井上哲夫委員） そうすると、今後の動向を、地元の農業委員さんというか、

近隣の農家もありますので、その動向を見ていくしかないということですね。  

事務局（森 主査） おっしゃるとおりで、農地として取得しておりますので、何かあ

れば事務局まで、お話しいただければと思います。  

８番（井上哲夫委員） そういうことですね。分かりました。 

議長（齋藤義治委員） それで、ここで、いわゆる農地所有適格法人という形で出て

いますが、この会社の実態というか、具体的な経営の内容はどういうものです

か。 

事務局（森 主査） 農地所有適格法人というのが、主に法人形態要件だったり事業要

件、あとは構成員の中から議決権の過半が農業関係者で占められているという

ところがございまして、株式会社でございますので、法人要件としては満たし
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ていると。 

事業要件の中で、法人の売上げの過半が農業関係の収入というのがございま

して、こちらについては、この法人の近隣の市町村、寒川町だったり茅ヶ崎市

で農地を所有していて、その中で農園利用方式ということで、農地を貸さずに

農作業を行う農業体験農園をやっているということで、その収入が、今は全て

になっているということですが、収入は農業関係の収入であることを確認して

おります。 

果樹についても、販売までは至っていないという形になっておりますので、

今後、販売ができるものについては収入として計上していきたいということで、

要件としては満たしていることを確認しております。  

議長（齋藤義治委員） それで、この適格法人で、要するにこの会社自体は他の市町

にあるらしいですね。それで、他の市町だとかほかのところでもやっているの

ですが、適格法人だと年に１回の報告義務があるでしょう。それは、他の市町

の農業委員会に出すのか、あるいは藤沢でやっている場合には、藤沢市の農業

委員会に報告義務があるのか、その辺はどうなっていますか。 

事務局（森 主査） 耕作している市町村に出す義務がございますので、この法人につ

いては、昨年、打戻の農地を取得しておりまして、報告自体は上がっておりま

すので、毎年、藤沢にも報告が上がってくるという形になっております。  

議長（齋藤義治委員） それで、藤沢の場合は、打戻でやっているところは、どうい

う報告があったんですか。要するに売上げがこのぐらいだとか、そういうふう

なことの報告があったんですか。  

事務局（森 主査） 打戻の土地については、現況としましては、果樹の苗が植わって

いるところになっておりまして、実ができているとか、収穫ができているとい

うような状態ではございません。  

    それで、報告というのは、法人の事業についての報告になりますので、法人

全体として１年間でどれだけ売上げがありました、それは農業関係です、とか、

この要件が全て満たされているかどうかという報告になっております。  

議長（齋藤義治委員） それは、各市町村の農業委員会全部に出すんですか。同じも
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のが、みんな出るわけですか。  

事務局（森 主査） おっしゃるとおりです。 

議長（齋藤義治委員） 打戻の現地を知っている方、いらっしゃいますか。  

１６番（井出茂康委員） 確かにこの間まで荒れていましたが、今は苗木が植わって

いますね。 

議長（齋藤義治委員） そうですか。 

佐藤委員、お願いします。 

２１番（佐藤智哉委員） この前の地区協のときの話の中で、今回の案件であるから、

打戻の畑は何もしなかったんだけれども、ホームセンターに行って苗を買って

植えたって聞いています。 

    ということは、ただ要件を満たしただけでして、それなりに難しいところか

なと思うんですけれども、その辺は認識しながら見ていって、地区の委員とし

て報告していきたいと思います。  

議長（齋藤義治委員） はい。それでは、時々見ていただいて、報告をお願いします。  

    ちなみに藤沢市内で農地所有適格法人というのは幾つありますか。  

事務局（森 主査） １４法人になります。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

    そのほかに、何か御意見等ございますか。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

    ２４番、神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 資料は、７ページをお開きください。 

本件の申請地は、市道立石・西俣野線にある「立石」交差点から北東に約１

００ｍの土地になります。 

地区協におきまして、譲受人と面談をいたしました。  

譲受人は、立石などで花卉栽培等の生産により農業経営を行っています。  
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このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、花卉を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第３４号について、許可をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第３４号について、許可することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第３、議案第３６号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案について」を上程いたします。  

なお、本議案６、７、１２、１３については、農業委員等の案件となってお

りますので、農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対

象委員はしばらくの間、退席を願います。  

（対象委員 退席） 

それでは、本議案、番号６、７、１２、１３について、事務局からの説明を

求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画案について」、御説明いたします。 

番号６、番号７、番号１２、番号１３は、打戻を中心に２９２ａを耕作する

方の新規借受分で、当該地では、野菜を作付けしていくとのことです。  
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なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、本件について、意見のある方はお願いをいたします。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第３６号、番号６、７、１２、１３について、承認をすることに御異議

はございませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第３６号、番号６、７、１２、１３について、

承認することに決定をいたします。  

    退席している委員の入室をお願いいたします。  

（退席委員 入室） 

議長（齋藤義治委員） それでは、本議案、番号１から番号５、番号８から番号１１、

番号１４から番号１８について、事務局の説明を求めます。  

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） 続きまして、本議案、番号１より御説明をさせていただき

ます。 

番号１は、用田で１００ａを耕作する方の農業経営基盤強化促進法に基づく

利用権設定から農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画への切り替

え分で、当該地では、果樹を作付けしていくとのことです。  

    番号２は、用田を中心に７２０ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地で

は、水稲を栽培していくとのことです。  

番号３は、用田で６２ａを耕作する方の利用権設定から農地中間管理への切

り替え分で、当該地では、野菜を作付けしていくとのことです。  

番号４、番号５は、葛原で３０ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

野菜を作付けしていくとのことです。  
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２つ飛びまして、番号８は、打戻を中心に９１２ａを耕作する法人の利用権

設定から、農地中間管理への切り替え分で、当該地では、野菜を作付けしてい

くとのことです。 

    番号９は、用田を中心に２８３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

野菜を作付けしていくとのことです。  

    番号１０は、遠藤で１０ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地では、野

菜を作付けしていくとのことです。  

番号１１は、遠藤で５０ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地では、芝

を栽培していくとのことです。 

    ２つ飛びまして、番号１４は、亀井野で９ａを耕作する方の新規借受分で、

当該地では、野菜を栽培していくとのことです。 

    番号１５は、西俣野で２３１ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、

水稲を栽培していくとのことです。  

    番号１６は、西俣野で２３１ａを耕作する方の農業経営基盤強化促進法に基

づく利用権設定から農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画への切

り替え分で、当該地では、水稲を栽培していくとのことです。  

    番号１７は、高倉を中心に１５３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地で

は、野菜を作付けしていくとのことです。 

    番号１８は、大庭を中心に１３９ａを耕作する法人の新規借受分で、当該地

では、野菜を作付けしていくとのことです。 

なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いをいたします。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  
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議案第３６号、番号１から番号５、番号８から番号１１、番号１４から番号

１８について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第３６号、番号１から番号５、番号８から番

号１１、番号１４から番号１８について、承認することに決定をいたします。 

    次に移ります。 

    日程第４、議案第３７号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案に対する意見について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画案に対する意見について」、御説明いたします。 

    番号１は、獺郷を中心に１２４ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号２は、葛原を中心に３９８ａを耕作する方の更新借受分です。  

    なお、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、本件について意見を求めます。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第３７号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第３７号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

日程第５、報告第１６号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計

画案の変更について」を上程いたします。  
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    事務局の説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促

進計画案の変更について」、御説明いたします。  

このことは、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案として、

過去の総会でお諮りしたものでございますが、権利設定につきまして変更があ

りました案件について、計画案の変更として報告するものです。  

    変更理由についてでございますが、令和７年７月総会でお諮りした、番号１

は、所有者の都合により期間変更となったため、となっております。  

    以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１６号を終了いたします。 

    次に移ります。 

    日程第６、報告第１７号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局の説明を求めます。 

    守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「農地の貸借の合意解約通知について」、御説

明いたします。 

    番号１は、所有権移転に伴い、賃借権を合意解約する旨の通知を受けたもの

です。 

    番号２、番号３は、所有権移転に伴い、使用貸借権を合意解約する旨の通知

を受けたものです。 

番号４、番号５は、規模縮小のため、使用貸借権を合意解約する旨の通知を

受けたものです。 



17 

 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましても、報告事項でございます。お目通しの上、

御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１７号を終了いたします。 

次に移ります。 

    日程第７、報告第１８号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

守田事務職員。 

事務局（守田事務職員） それでは、「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく

報告について」、御説明いたします。  

本件につきましては、まず１４ページが「農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件となっております。 

続きまして、１５ページが「農地法第４条第１項第７号の規定による転用届

出」でございます。 

六会・長後地区が２件、藤鵠・村岡・明治地区が３件、合計５件となってお

ります。 

続きまして、１６ページから１７ページまでが、「農地法第５条第１項第６

号の規定による転用届出」でございます。  

六会・長後地区が５件、藤鵠・村岡・明治地区が３件、合計８件となってお

ります。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましても、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１８号を終了いたします。 

以上をもちまして、本日予定をしておりました議事については、全て終了い

たしました。 

事務局から、何か報告事項等ございますか。  

（その他報告等：なし） 

それでは、以上をもちまして、９月の総会を閉会といたします。 

御審議をしていただきまして、ありがとうございました。  

 

閉会 午後３時０６分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

以上のとおり相違ありません。  

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


